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議案第　５４号

　令和６年度苅田町の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

　(歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ　１，９９５千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

　それぞれ　３，４０６，７５０千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表

　歳入歳出予算補正」による。

令和６年８月２７日提出

苅田町長　　遠　田　孝　一

令和６年度　苅田町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）
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第１表　歳入歳出予算補正

  歳 入 (単位：千円)

款 項

 3 繰入金 354,625 △1,722 352,903

 1 他会計繰入金 354,625 △1,722 352,903

 4 諸収入 30,029 △823 29,206

 2 雑入 27,106 △823 26,283

 5 国庫支出金 0 550 550

 1 国庫補助金 0 550 550

3,408,745 △1,995 3,406,750

既 定 額 補 正 額 合 計

歳 入 合 計
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  歳 出 (単位：千円)

款 項

 1 総務費 53,276 △1,025 52,251

 1 総務管理費 49,100 △1,025 48,075

 7 諸支出金 5,000 1,115 6,115

 1 償還金及び還付加算金 5,000 1,115 6,115

 8 前年度繰上充用金 20,000 △2,085 17,915

 1 前年度繰上充用金 20,000 △2,085 17,915

3,408,745 △1,995 3,406,750

既 定 額 補 正 額 合 計

歳 出 合 計
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［１］歳入歳出予算事項別明細書

１．総括

  歳　入 (単位：千円)

款

 3 繰入金 354,625 △1,722 352,903

 4 諸収入 30,029 △823 29,206

 5 国庫支出金 0 550 550

3,408,745 △1,995 3,406,750

既 定 額 補 正 額 計

歳 入 合 計
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  歳　出 (単位：千円)

款

 1 総務費 53,276 △1,025 52,251 550 0 0 0 △1,575

 7 諸支出金 5,000 1,115 6,115 0 0 0 0 1,115

 8 前年度繰上充用金 20,000 △2,085 17,915 0 0 0 0 △2,085

3,408,745 △1,995 3,406,750 550 0 0 0 △2,545歳 出 合 計

既 定 額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
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２．歳入

（款）   3  繰入金

（項）   1  他会計繰入金 （単位 ： 千円）

節   

目

 1 一般会計繰入金 354,625 △ 1,722 352,903  4 職員給与費等繰入 △ 1,722 △ 1,722

金

計 354,625 △ 1,722 352,903

説 明既 定 額 補 正 額 計
区 分 金 額
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（款）   4  諸収入

（項）   2  雑入 （単位 ： 千円）

節   

目

 4 歳入欠かん補てん収入 20,001 △ 823 19,178  1 歳入欠かん補てん △ 823 △ 823

収入

計 27,106 △ 823 26,283

既 定 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明
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（款）   5  国庫支出金

（項）   1  国庫補助金 （単位 ： 千円）

節   

目

 1 社会保障・税番号制度シ 0 550 550  1 社会保障・税番号 550 550

ステム整備費補助金 制度システム整備

費補助金

計 0 550 550

説 明既 定 額 補 正 額 計
区 分 金 額
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３．歳出

（款）   1  総務費

（項）   1  総務管理費 （単位 ： 千円）

節       

目

 1 一般管理費 47,037 △1,025 46,012 550 0 0 △1,575  2 給料 △871 職員給 △871

 3 職員手当等 △416 扶養手当 240

通勤手当 106

地域手当 △18

期末勤勉手当 △1,084

児童手当 340

 4 共済費 △443 職員共済納付金 △339

退手納付金 △104

11 役務費 147 郵便料 147

12 委託料 550 国保市町村事務処理標準システム連携

データ作成業務委託料 550

17 備品購入費 8 備品 8

計 49,100 △1,025 48,075 550 0 0 △1,575

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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（款）   7  諸支出金

（項）   1  償還金及び還付加算金 （単位 ： 千円）

節       

目

 2 出産育児一時 0 11 11 0 0 0 11 22 償還金利子及 11 出産育児一時金臨時補助金返還金 11

金臨時補助金 び割引料

返還金

 3 特別交付金返 0 1,104 1,104 0 0 0 1,104 22 償還金利子及 1,104 特別交付金返還金 1,104

還金 び割引料

計 5,000 1,115 6,115 0 0 0 1,115

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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（款）   8  前年度繰上充用金

（項）   1  前年度繰上充用金 （単位 ： 千円）

節       

目

 1 前年度繰上充 20,000 △2,085 17,915 0 0 0 △2,085 21 補償補填及び △2,085 前年度繰上充用金 △2,085

用金 賠償金

計 20,000 △2,085 17,915 0 0 0 △2,085

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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１．一般職

（１）総　括

（人）

区分 扶養手当
(千円）

住居手当
(千円）

管理職員特
別勤務手当

(千円）

休日勤務
手当
(千円）

特殊勤務
手当(千

円）

夜間勤務
手当(千円）

補正後 480 324

補正前 240 324

比較 240 0 0

600

600

時間外勤
務手当
(千円）

340

240

580

児童手当
(千円）

報酬

(千円）

比較

9,04916,624

7,197

509

△ 1,084

地域手当
(千円）

6,113

527

管理職
手当
(千円）

期末勤勉
手当(千円）

職
員
手
当
の
内
訳

△ 8710

△ 18106

通勤手当
(千円）

443

337

17,495 9,465

△ 416

合計

(千円）(千円）

34,46526,960

7,06225,673 32,735

計

7,505

△ 443△ 1,287 △ 1,730

共済費

給　　与　　費　　明　　細　　書

給　　与　　費
備考

(千円）

5

5補正前

補正後

区分 給料

(千円）

職員数
職員手当

(千円）

- 70 -



（２）給料及び職員手当の増減額の明細

増減額(千円）

△ 871

△ 416

（３）給料及び職員手当等の状況

ア　職員１人当たりの給与

35.71

補　正　前

平均給料月額　(円） 288,670

平均給与月額　(円） 307,066

平均年齢　(歳）

306,317

平均年齢　(歳） 34.16

区　　　　分 行政職

補　正　後

平均給料月額　(円） 273,700

平均給与月額　(円）

職員手当 △ 416
制度改定に伴う増減分

その他の増減分 人事異動等による減

区　分 増減事由別内訳(千円） 説　　　　明

給料 △ 871

給与改定に伴う増減分

昇給に伴う増加分

その他の増減分 人事異動等による減

備　　　　考
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イ　級別職員数

級 職員数（人） 構成比（％）

（級別の標準的な職務内容）
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

３級 3 60

補　正　前

１級

７級

２級

４級

計

５級

区　分
行　　政　　職

補　正　後

１級 2 40

４級 1 20

３級

２級

５級

2 40

5 100
1 20

６級

計

1 20

5 100

６級
７級

次長，技術次
長，所長，副
課長，副参事
の職務

課長，主幹，
参事の職務

政策監及び困難
な業務を行う課
長，主幹の職務

区　分

行政職
主事補，技師
補，主事，技
師の職務

高度の知識又
は経験を必要
とする主事，
技師の職務

主任主事，主
任技師の職務

主査，係長の
職務
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